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序　　　　　文

独立行政法人国際協力機構は、ベトナム社会主義共和国政府からの技術協力の要請に基づき、

平成 22 年（2010 年）3 月から約 3 年間、技術協力プロジェクト「ベトナム国インフラ工事品質

確保能力向上プロジェクト」を実施しています。

当機構は、協力開始後約 2 年経過にあたり、プロジェクト実施機関と合同により本プロジェク

トの目標達成度や成果等を分析するとともに、プロジェクトの残り期間における課題や今後の方

向性について確認することを目的とし、平成 24 年 2 月 12 日から 2 月 25 日まで、当機構経済基

盤開発部企画役小嶋良輔を団長とする中間レビュー調査団を同国に派遣しました。

調査団は、過去の投入実績や活動の達成度を確認し、ベトナム社会主義共和国政府関係者との

協議などを通じ、技術協力プロジェクトの運営に対して必要な提言を行いました。

この報告書が本プロジェクトの今後の推進に役立つとともに、このプロジェクトが両国の友

好・親善の一層の発展に寄与することを期待いたします。

終わりに、本調査に対しご協力とご支援をいただいた両国の関係者の皆様に、心から感謝の意

を表するとともに、引き続き一層のご支援をお願いする次第です。

平成 24 年 3 月

独立行政法人国際協力機構

経済基盤開発部長　小西　淳文
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１－１　協力の背景と概要

ベトナム社会主義共和国（以下、｢ ベトナム国」と記す）では、ドイモイ政策により経済の

開放が進められ、2007 年 1 月には WTO 加盟を果たし、インフレなどの懸念材料はあるものの、

近年の海外直接投資の増加を梃子におおむね順調な経済成長を実現している。また、国家開発

目標を実現させる力強い経済成長を持続させるため、数多くの大規模インフラの整備計画を策

定し、事業化も順次行われている。

しかし、ベトナム国には、大規模インフラ建設の実施に関する経験が不足していることに加

え、建設事業一般における品質管理・安全管理に対する配慮が十分に行き届いていない事情に

より、建設現場における事故が続出しており（交通分野のみにおける建設中の労災が 2010 年
までの過去 3 年で 1,540 件発生し、92 名の死者、1,592 名の負傷者を出した）、早急な対策が求

められている。

ベトナム国の建設事業の品質管理 ･ 安全管理の主たる問題点としては、①検査業者の能力 ･

経験不足による不十分な検査体制、②監督者の技術力不足による不十分な監督、③建設業者評

価制度の欠如による建設業者側の品質管理向上インセンティブ欠落、等が挙げられている。

ベトナム国における建設事業の品質管理体制は、中央政府 ･ 地方政府、国営企業、民間企業

等に属しつつ、全国に約 600 カ所以上展開している大小の建設事業品質管理技術センター（Viet 
Nam Center for Technology of Construction Quality Management：CQM）が部分的に関与している。

これらセンターは、発注者から依頼される場合に限り、保有している検査機材の量やレベル及

びスタッフの規模や技術レベルによって対応可能なレベルの建設事業における材料検査、完成

後の強度等の検査及び施工中の品質監督を行っている。しかし、建設事業の品質管理において

特に重要な施工中の監督業務は、民間建設コンサルタントに委託されるケースも多い。

ベトナム国政府は、上記各センターの連携、能力向上等を目的として、同センターの全国ネッ

トワークを構築したが、600 カ所以上のうち 140 カ所のみの参加にとどまるなど、ネットワー

クとしての活動はまだ十分ではない。また、建設事業の品質管理を目的とした法制度の改定を

行ったが、施行力はまだ弱く、上述の問題点を解決するうえで十分な取り組みとはなっていな

い。加えて、民間建設コンサルタントの現場監督能力の強化も課題として残されている。

このような状況を踏まえ、ベトナム国政府は、大規模インフラ建設を中心とした建設事業の

品質管理 ･ 安全管理の強化を図るべく 、わが国に対し建設省（Ministry of Construction：MOC）
国家品質検査局（State Authority of Constraction Quality Inspection：SACQI）をカウンターパート

１.　案件の概要

国名：ベトナム社会主義共和国 案件名：インフラ工事品質確保能力向上プロジェクト 

分野：社会基盤一般 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：経済基盤開発部

平和構築・都市・地域開発第二課

協力期間 （R/D）： 2010年 5月～ 2013年 5月
（延長）：

（F/U）：

先方関係機関：建設省品質検査局

日本側協力機関：国土交通省

他の関連協力：

中間レビュー調査結果要約表
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（C/P）機関とする技術協力による支援を要請した。

１－２　協力内容

（1）上位目標

ベトナムにおける建設プロジェクトの品質管理が十分機能する。

（2）プロジェクト目標

インフラ工事の品質管理に関わる法令規則、制度及び技術基準を制定、管理する政府機

関の品質管理体制基盤が整備される。

（3）成果

1）建設工事に関わる品質管理制度が改良される。

2）建設工事に関わる品質管理技術基準が改良される。

3）本プロジェクトの成果普及促進のための研修体系が改良される。

（4）投入（評価時点）

日本側：

長期専門家派遣：54.35 人 / 月
機材供与：53,360 米ドル相当を供与済み、250,000 米ドル相当の検査用機材を調達中

短期専門家派遣：53.12 人 / 月
ローカルコスト負担：約 179,600 米ドル

研修員受入：28 名

相手国側：

カウンターパート配置：36 名

オフィス提供

ローカルコスト負担：31.8 億ベトナムドン（12,000 千円相当）ただし給与や手当も含む

その他：本邦研修実施時の航空券負担約 14,900 米ドル　MOC ではなく参加者のうち 16
名の負担

２.　評価調査団の概要

調査者

担当分野 氏　名 所属先

（1）総括 小嶋良輔 ICA 経済基盤開発部企画役

（2）協力企画 船場玲子
 JICA 経済基盤開発部平和構築・都市・地域開発第二課

主任調査役

（3）評価分析 竹林稔雄 （株）ランテックジャパン　交通開発部部長

調査期間 2012 年 2 月 12 日〜 2012 年 2 月 25 日 評価種類：中間レビュー調査

３．評価結果の概要

３－１　実績の確認

カウンターパートの正式配置はプロジェクト開始 9 カ月後であったが、その間 MOC により
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暫定カウンターパートが配置された。プロジェクトが本格的に始動したのはその後であるが、

暫定カウンターパートの配置により、当初計画に比べてもプロジェクトの成果発現の遅れは最

小限にとどまったといえる。

＜成果 1：建設工事に関わる品質管理制度が改良される。＞

2012 年中に関連する重要な「Decree」 の改訂が予定されているなど、法制化の面で進捗が認

められる。しかし、請負業者の登録・評価制度やエンジニアの資格制度等を実用化していくた

めには、インターネット上のシステムへの移行が必要である。

＜成果 2：建設工事に関わる品質管理技術基準が改良される。＞

これまでの進捗はある程度確認されたが、更なる進捗が必要である。建設工事の標準仕様書

及び品質管理マニュアルのフレームワーク作成に関し、素案は作成されたものの、最終版作成

に向けて MOC の立場を考慮したうえでの協議が必要である。建設工事安全管理マニュアルや

ヒヤリ・ハット事例集の作成についての進捗は満足すべきものである。

＜成果 3：本プロジェクトの成果普及促進のための研修体系が改良される。＞

中間レビュー時点では達成度を測ることが困難である。研修の主目的はプロジェクト成果の

普及であるが、普及すべき対象である多くの成果物は 2012 年の後半に準備される予定のため

である。しかしながら、日本人専門家チームはベースライン調査に基づいてベトナム国の状況

に関し理解を深めており、また、各活動が良好に進捗して今後も成果を得るだろうとの予測に

基づき、最終的な達成度は満足すべきものになるであろうとみなした。ベースライン調査は建

設セクターにおける研修の実態を把握するため、学校教育・研修、短期研修コース、教育・研

修システムに関する法的書類、教育・研修のモニタリング・評価等を対象に行われた。

＜プロジェクト目標：インフラ工事の品質管理に関わる法令規則、制度及び技術基準を制定、

管理する政府機関の品質管理体制基盤が整備される。＞

中間レビュー時点でのプロジェクト目標の達成度は、ほぼ投入に見合ったものであると判断

した。また、残りの課題に対する日本人専門家チームのアプローチが、MOC の所掌業務、計

画及び行政手続きと上手く調整されれば、プロジェクト終了時にプロジェクト目標が達成され

ている見込みは高くなるものと判断した。プロジェクト開始時の遅れにもかかわらず、プロジェ

クトの各成果は良好に達成されつつある。

＜上位目標：ベトナムにおける建設プロジェクトの品質管理が十分機能する。＞

本プロジェクトにおいて、焦点はインフラ工事の下流側（すなわち、請負業者、下請業者）

ではなく、むしろ上流側（すなわち、意志決定者、事業主体、PMU、設計コンサルタント、

工事監理コンサルタント）に置かれており、これは重要な要件の法制化を含む制度・フレーム

ワークの設定を目的としているためである。

その文脈においては、MOC をカウンターパート機関に選定したことは極めて妥当である。

規制や法に関する限り、上位目標は達成可能であると考えられる。しかし、その達成度は、下

流側においても相当な努力がなされない限り、客観的に確認可能な指標から測定することは困
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難である。

 ３－２　評価結果の要約

（1）妥当性

以下にかんがみ、本プロジェクトの妥当性は依然として高いといえる。

・　 2011 年 11 月 8 日に国会承認を受けた「2010 ～ 2015 年期における社会経済開発計画 5
カ年計画（SEDP： 2010 年～ 2015 年）」の内容に沿っている。

・　 2012 年 1 月に、共産党及び政府は、それぞれインフラ開発において改善すべき事項、

すなわち法制度、監督・管理、拙劣な品質計画等を特定している。

・　 建設分野での規制官庁である日本国土交通省、MOC 間の交流窓口を通じて、日本の

建設セクターにおける技術的、法的、行政システムを活用することによりベトナム国

の建設工事の品質及び安全強化に貢献している。

・　日本政府の対ベトナム国援助政策に変更はない。

（2）有効性

以下の達成状況にかんがみ、本プロジェクトの有効性は比較的高いといえる。

中間レビュー時点でのプロジェクト目標の達成度はほぼ計画どおりである。また、残り

の課題に対するプロジェクトのアプローチが、MOC の所掌業務、計画及び行政手続きと

上手く調整されれば、プロジェクト終了時にプロジェクト目標が達成されている見込みは

高くなるものと判断した。

（3）効率性

以下の達成状況にかんがみ、本プロジェクトの効率性は妥当なものといえる。

カウンターパートの配置の遅れ、「Decree 209」（建設工事の品質管理に関する政令）改

訂作業等、効率性に影響を与える幾つかの要因が観察された。しかし、プロジェクトは柔

軟に状況を管理し、全体としては予想される成果を着実に生み出している。プロジェクト

の残り期間は約 1 年であり、残りの期間においても徹底的な努力が必要である。

（4）インパクト

1）　上位目標の達成

本プロジェクトの焦点は、重要な要件の法制化を含む制度・フレームワークの設定に

ある。規制や法に関する限り、上位目標は達成可能であると考えられる。しかしその達

成度は、下流側（すなわち請負業者、下請業者、労務者）においても相当な努力がなさ

れない限り、客観的に確認可能な指標により測定することは困難である。

2）　その他のインパクト

日本人専門家との頻繁な意見交換などを通じて、カウンターパート側が日本人専門家

の意見を自らのものに昇華させている。日本人専門家についてもベトナム国の行政制度

に関し非常に深い理解を得ている。負のインパクトは特段見当たらない。
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（5）持続性

持続性について判断するためには、以下のような項目に関し更なる検証が必要とされる。

1）　政策面

建設工事の品質及び安全を確保するための建設工事管理制度は、ベトナム国において

優先順位の高い問題である。本プロジェクトにより、既存の制度に含まれる問題及び課

題が明らかにされ、関係者により十分認識された。MOC は日本人専門家チームからの

提言について、できるだけ多くを制度化しようとしてきている。プロジェクト終了後も

カウンターパートを中核にすることで、MOC は制度の更新と改善を継続することがで

きるものと想定される。

2）　組織面

MOC 内部では、国家品質検査局（SACQI）、建設工事管理局（CAMD）及び建設事業

品質管理技術センター（CQM）の役割が再確認され、またプロジェクトで特定された

要件に応じ、幾つかの新たな責務がカウンターパートに与えられた。プロジェクトは法

制度のみならず、コンピュータシステムといった目に見える形で多くの成果を生み出し

てきており、これらは継続的に更新されなければならない。これらの責任者や管理方法

を含む適切なメカニズムが開発、制度化されなければならない。

3）　技術面

本プロジェクトの活動を通じて、ベトナム国側に移転された知識と技能のほとんどは

ベトナム国の現在の状況に対して適切かつ時宜を得たものであり、多くのカウンター

パートにより吸収されてきた。彼らが現在の職務にとどまり、今後、全国に対して知識・

技能の拡大に努めれば、技術的持続性は確保されるであろう。

プロジェクトの成果物の普及に関する研修プログラムは、2012 年のプロジェクト計画

に組み込まれている。日本人専門家チームによる能力強化及び資格取得のための研修計

画への提言に基づき、MOC が自ら改善・強化した研修コースを開発、実施することが

期待されている。技術的持続性の確保には、研修講師養成のための研修カリキュラム、

研修教材及び研修メカニズムの更新が必要である。

4）　財政面

近年、建設工事の投資が伸びているが、国の発展ニーズに合わせ、さらに多くの建設

投資が予想される。建設業界の急激な発展に伴う建設工事の品質及び安全は、ベトナム

国における非常に重要なテーマとなっている。また、適切な財政計画が作成される必要

がある。本プロジェクトは、建設工事の品質及び安全に関する要件（制度や人材）をあ

る程度まで定量化することに成功しており、財政計画策定においては、かかる情報を参

照することが有効であろう。

３－３　効果発現に貢献した要因

プロジェクト目標及び成果の達成に貢献した要因として以下の点が挙げられる。

（1）プロジェクト実施スケジュール及び「Decree 209」修正のタイミングとの間で適正に調

整していることは、成果の確保に貢献する最も重要な要因の 1 つである。

（2）建設工事の品質管理に関係する法的文書の発行、指導責任を有する国家機関としての
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MOC による建設工事の品質管理制度の改善に対する強いコミットメントも貢献要因の 1
つとなっている。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（1）技術的な用語の指す内容やプロジェクト目標の達成に必要な成果のイメージに関して、

日本・ベトナム国側双方で共通となる基盤をつくることに難しさがあった。

（2）プロジェクト開始時より、建設工事という用語の指すところ、その取り扱い範囲に関

し日本・ベトナム国側双方とも明確でないままとなっており、それにより建築分野をプロ

ジェクト活動においてどのように取り扱うかがいまだに具体的なアイデアとなっていな

い。

（3）プロジェクト活動及び成果の範囲が非常に広い一方で、投入できる時間と人的資源が限

定されている。

（4）短期専門家は若干の調整はあったもののスケジュールどおりに派遣された。しかし、何

名かの短期専門家のべトナム国不在中、ベトナム国側と日本人専門家との間のコミュニ

ケーションが若干間接的で、かつやや時間がかかるものとなった。

（5）カウンターパート正規メンバーの配置の遅れは、暫定的なカウンターパートによりカ

バーされたため、プロジェクトの実施にはさほど影響を及ぼしていない。しかし、日本人

専門家は、活動内容の連続性を確保するために正規メンバーと暫定メンバーの間で調整を

図らなければならないことも生じ、日本人専門家の派遣に若干の非効率さがあったことも

指摘される。

３－５　結論

5 項目評価の結果、プロジェクトは順調に実施され、成果を上げている。プロジェクト目標

を達成する可能性は高い。上位目標の達成の可能性を判断するには時期尚早であるが、あえて

いうなら上位目標に向けて、すべての工事関係者の継続的で真摯な努力が必要である。

３－６　提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

（1）プロジェクト目標の達成指標は関連法令や基準の制定である。法規の制定や改正には関

係者の調整など慎重な対応が必要であり時間がかかるが、ベトナム国側の法制化に向けた

意気込みは高く法制化実現の可能性は高い。しかし、残りの協力期間は限られており、活

動内容と成果について日本・ベトナム国側双方で再検討し、共通の認識を持ち、残りの期

間中に最大限の成果を生み出すよう計画すべきである。

（2）日本の法令や基準はそのままベトナム国に適用できるわけではない。日本側はこれまで

土木工事を中心に支援してきたが、ベトナム国側は品質や安全に関する法令や基準の対象

に土木工事だけでなく建築工事についても含めており、建築工事もプロジェクトの対象に
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含めるよう求めてきている。プロジェクトにより制定される法令や基準は、ベトナム国の

法体系や国内事情に適合したものとすべきである。この観点から、日本側は建築工事につ

いても支援を行うべきである。

（3）法令や基準は、実際の工事において、その施行や遵守が可能なものとする必要がある。

このため施行や遵守の見込みについて十分確認したうえで、法令や基準を制定すべきであ

る。

（4）法令や基準の制定のあとには、通達やマニュアルなど実施細則、また、新たな法制につ

いて関係者に対する周知徹底が必要となる。プロジェクトは、法令や基準の制定の動きを

にらみつつ、実施細則を定めた通達やマニュアルの整備、関係業界の啓発活動などについ

ても準備すべきである。ベトナム国側は政府内での進捗状況、議論のあるところなどにつ

いて日本側に共有して、必要に応じ日本側の支援を得て、法令や基準のドラフトを再検討

するなど法令や基準の制定、公布に向けてイニシアティブを発揮すべきである。

（5）現在のワークプランの活動内容は、当初の PDM（マスタープラン）に比べて少し異な

るところがある。上記の提言を踏まえ、残りの協力期間中に最大限効率のよい投入と活動

を行うべく、ワークプランと比較対照させつつ PDM を見直し、日本・ベトナム国側双方

が今後の目標、投入、活動、成果、タイムスケジュールについて理解を共有しておくとよい。

（6）ベトナム国側は、活動の中には協力期限までに具体的な成果を達成できないものが出る

おそれを感じており、その場合には協力期間を延長することを希望している。個々の活動

ごとにみて、一部当初期待した成果が達成できなくとも、活動全体で見てプロジェクト目

標が達成されていれば必ずしも協力期間を延長する必要はない。しかし、協力期間の終了

時点においてプロジェクトの上位目標に対するインパクトがなお不十分で、経済社会の便

益が期待できない場合には、延長について検討の余地があるかもしれない。

３－７　教訓

（1）建設工事の品質や安全に関する法令や基準に関しては、国際的な標準は存在しない。こ

のようななかで新たな法令や基準を制定する際には、目標となる成果物の内容、品質、形

式、ボリューム等について双方が本格作業の前に十分すり合わせしておき、作業開始後も

定期的に相互確認することが重要である。日本側の投入や現地事情に対する知見の限界並

びに相手国側の能力も考慮しつつ、法案の作成、公布、施行や普及等、どの段階までの協

力とするのか慎重に判断することが必要である。

（2）本プロジェクトでは研修の改善が活動の 1 つになっている。研修の目的が新たに制定さ

れた法令や基準、資格制度の施行や遵守の徹底のためなのか、それとも既存の機能の強化

なのか、目的によって研修の内容が変わってくる。プロジェクトの趣旨からは前者が望ま

しいが、この場合は法令や基準、資格制度の制定や施行が研修に先行すべきであり、ワー

クプランはそのように計画するべきであった。
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第１章　中間レビュー調査の概要

１－１　中間レビュー調査の目的

今回の中間レビュー調査は、カウンターパート機関と合同により本プロジェクトの目標達成度

や成果などを分析するとともに、プロジェクトの残り期間における課題や今後の方向性について

確認し、合同評価報告書に取りまとめ、合意することを目的として実施した。

１－２　調査団の構成

担当分野 氏　名 所　属　先 派遣期間（本邦発着）

総括 小嶋　良輔 国際協力機構経済基盤開発部企画役 2 月 19 日～ 2 月 25 日

評価分析 竹林　稔雄 株式会社ランテックジャパン

交通開発部部長

2 月 12 日～ 2 月 25 日

協力企画 船場　玲子 国際協力機構経済基盤開発部

平和構築・都市・地域開発第二課

2 月 19 日～ 2 月 25 日

１－３　調査日程

調査日程は、付属資料 1 に示すとおりである。
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第２章　プロジェクトの概要

２－１　プロジェクトの背景

ベトナム社会主義共和国（以下 ｢ ベトナム ｣ 国と記す）では、ドイモイ政策により経済の開放

が進められ、2007 年 1 月には WTO 加盟を果たし、インフレ等の懸念材料はあるものの、近年の

海外直接投資の増加を梃子におおむね順調な経済成長を実現している。また、国家開発目標を実

現させる力強い経済成長を持続させるため、数多くの大規模インフラの整備計画を策定し、事業

化も順次行われている。

しかし、ベトナム国には、大規模インフラ建設の実施に関する経験が不足していることに加え、

建設事業一般における品質管理・安全管理に対する配慮が十分に行き届いていない事情により、

建設現場における事故が続出しており（交通分野のみにおける建設中の労災が 2010 年までの過

去 3 年で 1,540 件発生し、92 名の死者、1,592 名の負傷者を出した）、早急な対策が求められている。

ベトナム国の建設事業の品質管理 ･ 安全管理の主たる問題点としては、①検査業者の能力 ･ 経

験不足による不十分な検査体制、②監督者の技術力不足による不十分な監督、③建設業者評価制

度の欠如による建設業者側の品質管理向上インセンティブ欠落、等が挙げられている。

ベトナム国における建設事業の品質管理体制は、中央政府 ･ 地方政府、国営企業及び民間企業

等に属しつつ、全国に約 600 カ所以上展開している大小の建設事業品質管理技術センター（CQM）

が部分的に関与している。これらセンターは、発注者から依頼される場合に限り、保有している

検査機材の量やレベル、及びスタッフの規模や技術レベルによって対応可能なレベルの建設事業

における材料検査、完成後の強度等の検査及び施工中の品質監督を行っている。しかし、建設事

業の品質管理において、特に重要な施工中の監督業務は、民間建設コンサルタントに委託される

ケースも多い。

ベトナム国政府は、上記各センターの連携、能力向上等を目的として、同センターの全国ネッ

トワークを構築したが、600 カ所以上のうち 140 カ所のみの参加にとどまるなど、ネットワーク

としての活動はまだ十分ではない。また、建設事業の品質管理を目的とした法制度の改定を行っ

たが、施行力はまだ弱く、上述の問題点を解決するうえで十分な取り組みとはなっていない。加

えて、民間建設コンサルタントの現場監督能力の強化も課題として残されている。

このような状況を踏まえ、ベトナム国政府は、大規模インフラ建設を中心とした建設事業の品

質管理 ･ 安全管理の強化を図るべく 、わが国に対し建設省（Ministry of Construction：MOC）国家

品質検査局（State Authority of Construction Quality Inspection：SACQI）をカウンターパート（CP）
機関とする技術協力による支援を要請した。

２－２　プロジェクトの概要

プロジェクトは討議議事録（R/D）に従って実施されている。その主なポイントは以下のとお

りである。

＜上位目標＞

ベトナムにおける建設プロジェクトの品質管理が十分機能する。

＜プロジェクト目標＞

インフラ工事の品質管理に関わる法令規則や制度及び品質管理技術を制定・管理する政府機関
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の品質管理体制基盤が整備される。

＜成果＞

1）建設工事に関わる品質管理制度が改良される。

2）建設工事に関わる品質管理技術基準が改良される。

3）本プロジェクトの成果普及促進のための研修体系が改良される。

＜活動＞

1．建設工事に関わる品質管理制度が改良される。

1-1　 品質確保に焦点をあて、プロジェクト管理手法を改良するとともに、関係者間（事業

主体、工事発注者、施工管理技術者及び建設業者）の責務権限区分の見直しを行う。

（1）各関係者の現在の責務権限に関するレビューと分析を行う。

（2）問題点の抽出及び関係者間の責務権限（案）を作成する。

（3）関係規則の改訂（案）を作成する。

1-2　 行政機関（MOC、CQM、人民委員会のうち、特に MOC）が実施している建設プロジェ

クト品質検査制度を改良する。

（1）現在の各行政機関の検査制度に関するレビューと分析を行う。

（2）違反行為に対する罰則規則のレビューと評価を行う。

（3） 検査制度に関する問題点の抽出及び改良（案）の作成。改良（案）の作成にあたっ

ては、先進諸国の手法も参考とする。

（4）関係規則、マニュアルの改訂（案）を作成する。

1-3　建設業者の登録・評価制度及び登録・評価情報管理システムを構築する。

（1）業者登録・評価制度に関わる情報管理システム（案）を作成する。

（2）関係者の合意のもと、現在の情報管理システムの改訂を行う。

（3）土木工事を対象に、業者登録の情報内容を選定する。

（4）業者評価制度の評価指標を選定する。

（5）情報管理のためのデータベースシステムを開発する。

（6）情報収集及びデータベースへの登録を行う。

（7）建設業者登録・評価システムの運用を開始する。

1-4　建設業者登録・評価システムを実際のプロジェクト管理に適用する。

（1）開発した建設業者登録・評価システムを用いて、ケーススタディを実施する。

（2）開発した建設業者登録・評価システムの利用方法を提案する。

1-5　技術者育成のための職業技術資格制度を改良する。

（1）制度の現状分析と課題の抽出を行う。

（2）技術者資格制度の改善（案）を作成する。関連して、継続教育の提案を行う。

（3）制度の改訂（案）を作成する。

2．建設工事に関わる品質管理技術が改良される。

2-1　建設工事品質管理マニュアルの基本構成を作成する。

（1）基本構成作成のためのインフラ工事タイプを選定する。

（2）選定した工事タイプを対象に、品質管理マニュアルの構成 （案）を作成する。
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（3）構成に従って、土木工事をサンプルとして、品質管理マニュアル（案）を作成する。

2-2　建設工事標準仕様書の基本構成を作成する。

（1）基本構成作成のためのインフラ工事タイプを選定する。

（2）選定した工事タイプを対象に、工事標準仕様書の構成 （案）を選定する。

（3）構成に従って、土木工事をサンプルとして、工事標準仕様書（案）を作成する。

（4）ケーススタディを実施し、工事標準仕様書の内容を検証する。

2-3　建設工事安全管理マニュアルを作成する。

（1）工事安全管理マニュアル（案）を作成する。

3．建設工事関係者に対しプロジェクト成果を普及するため研修の機会を提供する。

3-1　人材育成プログラムの体系を整理するとともに、計画を作成する。

（1）現在の人材育成プログラムの情報収集と分析を行い、問題点を抽出する。

（2）人材育成プログラムの改良方針を作成し、合意形成を図る。

（3）人材育成プログラムの体系（案）及び計画（案）を作成する。

（4）体系（案）及び計画（案）をもとに、関係者にヒアリングを実施する。さらに、ヒ

アリングを基に（案）の修正を行う。

3-2　パイロット研修を実施する。
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第３章　評価手法

３－１　評価手法

本レビュー調査は、「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版」（2010 年 6 月）に基づき実施した。

評価項目を、評価の指標、情報・データ源とともに付属資料 4 の評価グリッドに示す。中間レ

ビューはベトナム国側評価メンバーと日本側評価メンバーの合同により行われた。

ベトナム国側合同評価メンバーは以下のとおり。

氏名 所属先

Mr. Pham Tien Van Deputy Director, SACQI, Ministry of Construction

Mr. Do Nguyet Anh International Cooperation Department, Ministry of Construction

３－２　評価 5 項目

本プロジェクトの評価は、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の視

点から行う。各項目の視点は下表のとおりである。

評価 5 項目 JICA 事業評価ガイドラインによる定義

妥当性

（relevance）
開発援助と、ターゲットグループ・相手国・ドナーの優先度並びに政策・方

針との整合性の度合い。

有効性

（effectiveness）
開発援助の目標の達成度合いを測る尺度。

効率性

（efficiency）

インプットに対するアウトプット（定性並びに定量的）を計測する。開発援

助が期待される結果を達成するために、最もコストのかからない資源を使っ

ていることを示す経済用語。最も効率的なプロセスが採用されたかを確認す

るため、通常、他のアプローチとの比較を必要とする。

インパクト

（impact）

開発援助によって直接または間接的に、意図的または意図せずに生じる、正・

負の変化。開発援助が、地域社会・経済・環境並びにその他の開発の指標に

もたらす主要な影響や効果を含む。

持続性

（sustainability）
ドナーによる支援が終了しても、開発援助による便益が継続するかを測る。

開発援助は、環境面でも財政面でも持続可能でなければならない。

出所：「新 JICA 事業評価ガイドライン第 1 版」（2010 年 6 月）

３－３　主な評価設問

評価 5 項目に基づき作成した評価設問を付属資料 4 の評価グリッドに示す。評価グリッドは、

評価指標、情報収集方法、情報源、PDM（案） （2009 年 10 月 9 日に調印された M/M にて合意済み）

の中で定義されている指標の分析基準などの情報をまとめている。

基本的設問は以下のとおりである。

1） 投入、活動、アウトプット、プロジェクト目標、上位目標それぞれの進捗、達成度、見通し

2）カウンターパート（MOC）のプロジェクトへの関与度
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3）プロジェクトによるカウンターパートの能力の改善度

4）PDM、ワークプランのレビュー及び（必要に応じて）改訂

３－４　データ収集方法

データは、資料レビュー、カウンターパートへのアンケート、プロジェクトへの直接従事者及

びその他関係者へのインタビューにより収集した。

インタビュー対象者のリストは付属資料２に示す。

３－５　評価用 PDM

本来であれば事業評価は PDM に照らして行うべきだが、本プロジェクトのプロジェクト・デ

ザイン・マトリックス（PDM）は上述の 2009 年 10 月 9 日付 M/M にて確認しているのみであり、

案の状態となっている。R/D の付属文書としてはベトナム国側に認識されていない。協議議事録

（R/D）には PDM の目標、成果、活動を記載したマスタープランはあるが指標は記載されていな

い。PDM（案）の記載と R/D 上のマスタープランの記載にも少しながら差異があり、加えてプ

ロジェクト開始後の各段階のワークプラン・報告書において、活動に関する記載が徐々に変化し

ている。ただし実質的内容に変更はない。

このため、本評価においては R/D のマスタープラン記載と最新の中間報告書（IT/R）における

記載を対照させ、プロジェクトの活動内容に R/D との齟齬がないことを示したうえで、PDM（案）

の指標に基づき達成度合いを確認した。

PDM（案）は付属資料３に示すとおり。
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第４章　プロジェクトの実績と現状

投入実績、成果達成度、プロジェクト目標、上位目標の達成見込みについて以下に述べる。

４－１　投入実績

日本・ベトナム国側双方での投入実績は以下のとおりである。

４－１－１　日本側投入

（1）専門家派遣

長期専門家 3 名（① 建設工事品質確保アドバイザー、② 施工管理技術、③業務調整）、

及び 11 分野の短期専門家が派遣された（付属資料 5-1 参照）。

短期専門家の投入は 2010 年 5 月の開始以来 2012 年 1 月末時点で合計 52.73 人 / 月である。

短期専門家の専門分野は、1）総括 / 行政組織 / 品質管理制度、2）副総括 / 品質検査制度、3）
請負業者選定・登録制度、4）請負業者評価制度、5）施工管理技術資格制度、6）現場代

理人資格制度、7）品質管理技術 / 建設工事標準仕様、8）建設工事安全管理、9）研修計画、

10）建築技術、11）登録・評価システム構築、である。

（2）日本における研修実績

これまで 2 回の日本におけるカウンターパート研修を行った（第 1 回目：2010 年 11 月

28 日～ 12 月 11 日、第 2 回目：2011 年 11 月 28 日～ 12 月 9 日）。研修参加人員数はそれ

ぞれ 11 名、合計 22 名である。これに加えて、6 名の政府高官が日本を訪問し、国土交通

省及び JICA 共催の事業監理・建設プロジェクトセミナー（2011 年 2 月 28 日～ 3 月 4 日）

に出席した。

（3）機材供与

データベースシステム用デスクトップコンピュータ 1 台、工事現場監理用車両 2 台が

供与された。機材供与費用の合計は 2012 年 1 月末時点で約 53,360 米ドルである。さらに、

建設工事品質保証用の試験・研修機材を JICA ベトナム事務所にて調達中であり、250,000
米ドルの予算となっている。供与機材の詳細リストを付属資料 5-2 に示す。

（4）在外事業強化費、一般業務費

2012 年 1 月末時点で総額 179,600 米ドルが在外事業強化費、一般業務費として支出され

ている。

４－１－２　ベトナム側の投入

（1）カウンターパートの配置

プロジェクトには、合同調整委員会（Joint Coordinating Committee：JCC）のメンバー 14
名及びプロジェクト・マネジメント・ユニット（Project Management Unit：PMU）の 4 名

に加え、MOC、MOT（Ministry of Transport）などから計 18 名の C/P が配置された。JCC、
PMU、C/P メンバーのリストを付属資料 5-3 に示す。また、MOC の組織図を付属資料 8
に示す。
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（2）運営費負担

プロジェクト開始時より 2011 年 12 月末までのベトナム国側のプロジェクト運営費負

担は総額 31.8 億ベトナムドンである。加えて、本邦研修に参加した 16 名の研修員は総額

14,900 米ドルのコストシェア（主に航空賃）をしている。

（3）施設の提供

MOC は、日本人専門家用に MOC の庁舎内にオフィススペースを確保した。オフィス

の広さは適切であることが確認された。インターネット使用料以外の運営費（水道光熱

費等）は MOC 負担である。

４－２　成果の達成状況

プロジェクトが本格的に始動したのは C/P の配置後である。C/P の正式配置はプロジェクト開

始 9 カ月後であったが、その間 MOC により暫定メンバーが配置されたため、当初計画に比べて

成果発現に向けた活動の遅れは最小限にとどまった。

2010 年 5 月のプロジェクト開始時の当初 WP（Work Plan）は R/D に準拠するものであった。プ

ロジェクトチームは、プロジェクトの初動期間中に、状況の観察並びに MOC との協議を通じ

て得られた知見に基づき WP を微調整して、2010 年 9 月に MOC に提案した。この調整は当初

設定したログフレームの範囲内で行われた。同 WP は加筆修正後に 2011 年 3 月に P/R（Progress 
Report）にて提示され、更なる調整を加えた版が 2012 年 2 月の IT/R（Interim Report）にて提示さ

れた。P/R 及び IT/R の内容は、それぞれ第 1 回 JCC（2011 年 3 月 29 日）及び第 2 回 JCC（2012
年 2 月 8 日）にて出席者の基本的了解を得ることができた。

IT/R 中に示されている最新の WP には以下のように活動実施予定が記載されている。

活動 1： 品質確保に焦点をあて、プロジェクト管理手法を改良するとともに、関係者間（事業

主体、工事発注者、施工管理技術者及び建設業者）の責務と権限区分の見直しを行う。

活動 2： 行政機関（特に MOC）が実施している建設プロジェクト品質検査制度を改良する。

活動 3： 建設業者の登録・評価制度及び登録・評価情報管理システムを構築する。

活動 4：技術者育成のための職業技術資格制度を改良する。

活動 5：建設工事標準仕様書の基本構成と建設工事品質管理マニュアルの基本構成を作成する。

活動 6：建設工事安全管理マニュアルを作成する。

活動 7：品質管理に関する研修体系を整理するとともに、研修体系・計画（案）を作成する。

上記の活動と R/D に記載の当初マスタープランの相関関係を付属資料 6 に示す。用語の定義の

微調整及び構成要素の再配置はあるものの、両者は本質的には同一のものであることがわかる。
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４－２－１　成果１の達成状況

成果 1：建設工事に関わる品質管理制度が改良される。

指　　標 達　成　度

1-1． 建設工事に関わる品質管理

制度関連規則が公布される。

プロジェクトが提出した相当な量の提言が 2012~2013 年にか

け、以下のとおり法制化される見込みである。

・ 建設工事品質管理に関する「Decree 209」の改訂が 2012 年

5 月に公布される。

・ 建設工事プロジェクト管理に関する「Decree 12」の改訂が

2012 年内に公布される。

・その他の幾つかの「Decree」が 2012~2013 年に発行される。

1-2． 品質管理制度（案）が作成

される。

「Decree 209」及び 12 の施行細則を示した Circular がそれぞ

れ 2012 年内、2013 年 3~5 月に公布される。

1-3． 品質管理制度（案）の作成

方針が関係政府機関でオー

ソライズされる。

プロジェクトより提出された提言のうち MOC が同意し得る

ものから法制化が開始された。「Decree 209」では 7 項目の提

言が採用されている。

成果 1 に関し、法制化の面では進捗が認められる。しかし、請負業者の登録・選定・評価制

度及びエンジニアの資格制度については、持続的に使用していくための関連文書の準備がより

強化されることが必要である。

成果 1 の下では 4 つの活動（活動 1 ～活動 4）が策定され、その各々に日本人専門家及び C/
P が配置された。プロジェクトチームは各活動を以下に分割、実施した（詳細は IT/R に記載

されている）。

< 活動 1>
（1）関係者間の責任分担

（2）事業主体の資格強化

（3）設計区分手続の強化

（4）設計変更手続きの強化

（5）設計照査及び建設許可手続きの強化

（6）品質承認手続きの強化

（7）施設共用前の品質承認手続きの強化

（8）中間支払い手続きの強化

（9）各セクターの国家機関による品質管理技術標準化の推奨

（10）建設工事契約及び契約管理手法の普及強化

< 活動 2>
（11）監査制度

（12）建設工事品質管理センター（CIC）
< 活動 3>
（13）請負業者登録制度

（14）コンサルタント登録制度



－ 10 －

（15）工事データベースシステム

（16）請負業者能力評価制度

（17）ソフトウェアシステム開発

< 活動 4>
（18）全国統一試験

（19）自主研修コース

（20）資格更新時短期研修コース

（21）中級レベル・上級レベル資格

上記のすべての細分化された活動において、進捗はほぼ時間の経過に見合うものであった。

プロジェクトチームは、2012 年 2 月発行の中間報告書（IT/R）にて各活動に関する提言を提出

している。また、これらの提言は下表のとおりワーキングペーパーの形でも出されている。

No． 項　　　目 ワーキングペーパー

1 関係者間の責任分担 WP-01

2 関係者間の責任分担の強化 WP-02

3 事業主体の責任 WP-03

4 事業主体の資格 WP-04

5 設計区分手続の強化 WP-05

6 設計変更手続きの強化 WP-06

7 審査及び建設許可手続きの強化 WP-07

8 承認手続きの強化 WP-08

9 施設供用開始前承認手続きの強化 WP-09

10 中間支払い手続きの強化 WP-10

11 品質管理技術の標準化 WP-11

12 建設工事契約及び契約管理手法の強化 WP-11

13 PMU プロジェクト組織に関する評価及び提言 添付 -A

14 「Decree 209」修正版に関するコメント 添付 -B

上記に加え、MOC の要請によりプロジェクトチームは「Decree 209」改訂版に対してのコメ

ント、提言も行っている。

MOC はそれらの提言の多くについて 2012 ～ 2013 年の制定をめざし、順次法制化を図って

いる。なお、下記の提言が「Decree 209」修正版に盛り込まれる見通しであるとの情報がイン

タビュー調査により得られた。

（1）請負業者登録制度

（2）請負業者評価制度

（3）設計期間中並びに施設供用開始前の検査における国家機関の役割

（4）品質保証における責任分担

（5）十分な行政手続き及び検査手続き

（6）事業主体による入札図書中の仕様書の準備義務

（7）投資ライセンス発行時における投資者の資格検査強化
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これら提言が修正・新規法令に実際に、どの程度組み入れられたかの確認については、当該

「Decree」及び「Decree」の施行細則を示す Circular の正式発布まで待ってからとなる。その確

認後に必要であればプロジェクトより更なる提言を出すこともあり得る。

活動 3 及び 4 には具体的な進捗が認められた。カウンターパート及びプロジェクトチームは

既存の請負業者登録制度の新システムへの移行を既に終了している。新システムは、①請負業

者登録制度、②建設工事データベース制度、③請負業者評価制度及び④コンサルタント登録制

度の 4 つのサブシステムからなる。これらサブシステムはウェブでのコンピュータシステムに

移設され、相互にリンク付けされる予定である。コンサルタント登録システムはプロジェクト

の残り期間中に開発予定であるが、それ以外の 3 つのサブシステムは、現在既にテストランを

行っているところである。

プロジェクトチームはプロジェクトの残りの期間中に、以下の問題につき更なる考察、調査、

アクションが必要であると考えている。

< 活動 1>
（1）事業主体の資格

（2）建築工事及び建設許可

（3）工事監理コンサルタントの権限

（4）承認手続き

< 活動 2>
（5）検査及び監査システム

（6）建設工事品質管理センター（CIC）及び建設事業品質管理技術センター（CQM）

< 活動 3>
（7）コンサルタント登録制度

< 活動 4>
（8）現場代理人資格制度のフレームワーク

４－２－２　成果 2

成果 2：建設工事に関わる品質管理技術基準が改良される。

指　　標 達　成　度

2-1． 建設工事に関わる品質

管理技術関連規則が公

布される。

・ 活動 5 に関する成果物（標準仕様書、品質管理マニュアル）

はまだ普及するに至っていない。

・ 活動 6 に関する成果物（安全衛生マニュアル、ヒヤリ・ハッ

ト事例集）は普及のための手続き中である。

2-2． 品質管理技術基準が作

成される。

・ 土木工事用の標準仕様書の第 1 案は 2011 年 11 月に作成され

たが、改訂が必要となっている。

・ 土木工事用の品質管理マニュアルの第 1 案は 2011 年 11 月に

作成されたが、改訂が必要となっている。

・ 安全衛生マニュアル及びヒヤリ・ハット事例集の最終案は

2011 年 12 月に作成終了している。



－ 12 －

2-3． 品質管理技術基準の作

成方針が政府内でオー

ソライズされる。

・ 標準仕様書のコンセプト及び意義がいまだプロジェクト関

係者間で共有されておらず、更なる協議を要する状況となっ

ている。

・品質管理マニュアルの状況も標準仕様書と同様である。

・ 安全衛生マニュアル及びヒヤリ・ハット事例集の展開方策

については関係者間で合意に達している。

成果 2 のこれまでの進捗は確認されたが、活動 5 の次のステップについては、MOC の立場

を考慮したうえでの協議が必要である。活動 6 の進捗は満足すべきものである。

活動 5 の対象である標準仕様書に関し、2010 年の概念づくりの段階では特に障害はなかっ

たが、2011 年 11 月になり、以下の問題が表面化してきている。

（1） 「仕様書の標準化 / 共通」及び「現場での仕様書の実用性」は、本来的なトレードオフ

問題であることが標準仕様書の完成を困難にしている。

（2） 標準的で一般的な工事を抽出することの難しさ。

（3） 標準仕様書の制度化の必要性が上述の（1）及び（2）を更にいっそう難しくしている。

同じく活動 5 の中の品質管理マニュアルについては、第 1 案が日本の例を参考にしつつ、

2011 年 11 月に作成された。また、同時に品質承認、試験方法、検測及び安全マニュアルを相

互に関連づけた包括的品質管理システムに関する提言もプロジェクトチームから出されてい

る。しかしながら、上記の標準仕様書と同様のトレードオフ問題に直面しており、プロジェク

トの残りの期間中に更なる考察、調査、促進が必要となっている。

活動 6 の対象である安全衛生マニュアル及びヒヤリ・ハット事例集の最終案は 2011 年 12 月

に作成された。これらの書類はベトナム国側から特別の注目を集めており、現在 JICA、プロジェ

クトチーム、建設省、運輸省により、ベトナム語訳、編集及び試用といったフォローアップの

ためのアクションが取られている。
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４－２－３　成果 3

成果 3：建設工事品質管理に関わる人材育成プログラムが改良される。

指　　標 達　成　度

3-1． 人材育成プログラムの

受講者数が目標値に達す

る。

・日本研修参加者（2010 年 /2011 年）：計 22 名

・日本でのセミナー出席者（2011 年 2~3 月）：6 名

・ホーチミン市でのセミナー参加者（2011 年 10 月）：約 200 名

・ハノイ市でのワークショップ参加者（2012 年 2 月）：約 200 名

・2012 年のパイロット研修の実施を計画中である。

3-2． 人材育成プログラムの体

系（案）・計画（案）が

作成される。

・ 資格制度に関するベースライン調査に基づき、研修プログラ

ムに関する提言がなされた。

・ プロジェクトの成果普及のための研修プログラムの計画は

2012 年 3 月に開始予定である。

3-3． 人材育成プログラムの作

成方針が政府内でオーソ

ライズされる。

・ ベースライン調査に基づき、研修プログラムに関する提言が

なされた。

2012 年 2 月の中間レビュー時点では、成果 3 の達成度の計測はできなかった。活動 7 の主

目的はプロジェクト成果の普及であるが、これにかかるほとんどの成果物は 2012 年の後半に

準備される予定のためである。しかしながら、ベースライン調査に基づいたプロジェクトチー

ムのベトナム国の状況に関する理解、並びに活動 1 ～ 6 での成果物作成の進捗にかんがみ、最

終的な達成度は満足すべきものになるものと予想された。

ベースライン調査は、建設セクターにおける研修の実態調査のために実施され、学校におけ

る教育・研修、短期研修コース、教育・研修システムに関する法的書類、教育・研修のモニタ

リング・評価などの調査が行われた。本調査結果に基づき、プロジェクトチームは、以下の課

題のフレームワークに関する一般的提言を行っている。

（1）管理者アカデミー研修の強化

（2）建設事業品質管理技術センター（CQM）研修の強化

４－３　その他の活動の実施状況

R/D のマスタープランには含まれていないが、プロジェクトはカウンターパートの能力改善の

ために幾つかの追加活動を実施している。

（1）ワーキングペーパー

活動にかかる種々の課題に関してワーキングペーパーが作成された（４－２－１項参

照）。

（2）日本・ベトナム合同セミナー

プロジェクトマネジメント及び建設工事プロジェクトに関する日本・ベトナム合同セ

ミナーが 2 度実施された。第 1 回目は東京にて国土交通省、MOC 共催により、第 2 回目

はベトナム国ホーチミン市にて MOC 主催、国土交通省・JICA 共催により実施された。
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①　「事業監理・建設プロジェクトセミナー」

開催地東京：2011 年 2 月 28 日～ 3 月 4 日　ベトナム国より政府高官 6 名が参加。

②　「政府高官に対する品質保証セミナー」

開催地ホーチミン市：2011 年 10 月 13 ～ 14 日　参加者約 200 名（日本から 45 名参加）。

（3）報告書

毎月の進捗報告のための月報に加え、これまで IC/R（Inception Report）（2010 年 5 月）、

ドラフト WP（2010 年 10 月）、P/R（2011 年 3 月）及び IT/R（2012 年 2 月）がプロジェク

トチームにより提出されている。

４－４　プロジェクト目標達成の見込み

プロジェクト目標：インフラ工事の品質管理に係る法令規則や制度及び品質管理技術を制定・

管理する政府機関の品質管理体制基盤が整備される。

指　　標 達　成　度

1． 行政機能改善案に関する規

則が承認され、公布される。

プロジェクトにより行われた提言のうち多数が以下のとおり

2012 年～ 2013 年に法制化される予定である。

・ 建設工事品質管理に関する「Decree 209」の改訂版が 2012 年

5 月に発布予定。

・ 建設工事投資プロジェクトマネジメントに関する「Decree 
12」改訂版が 2012 年内に発布予定。

・他の幾つかの Decree も 2012 年～ 2013 年に発布予定。

2． プロジェクト品質管理技術

が公認される。

標準仕様書及び品質管理マニュアルはまだ承認段階には至って

いない。

安全衛生マニュアル及びヒヤリ・ハット事例集は承認過程にあ

る。

3． 人材育成プログラムが開始

される。

プロジェクト成果の普及のための研修プログラム計画は 2012
年 3 月に開始予定。

合同評価チームは、中間レビュー時点でのプロジェクト目標の達成度はほぼこれまでの投入に

見合ったものであると判断した。

また、合同評価チームは、プロジェクト終了時にプロジェクト目標が達成される見込みが高い

と判断したが、これは残された課題に対するプロジェクトチームのアプローチが MOC の任務、

計画及び行政手続きと上手く調整されることを前提としている。前述のように、プロジェクト開

始時の遅れにもかかわらず、プロジェクトの各成果の達成度は満足のいくものであるといえる。
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４－５　上位目標達成の見込み

上位目標：ベトナム国における建設プロジェクトの品質管理が十分機能する。

指　　標

（プロジェクト終了後おおむね 5 年を目途に）

規則・仕様書に適合した建設工事が増えるとともに、検査不合格の構造物及び工事中の労働

事故が減少する。

受領した関係書類並びに関係者へのインタビューにより得られた情報に基づき、合同評価チー

ムは、建設工事の品質保証及び安全は、「すべて」の関係者、すなわち意志決定者、事業主体、

PMU、設計コンサルタント、工事監理コンサルタント、請負業者、下請業者及び労務者の共同・

相互作用的な努力によるものであるとの理解をもつに至った。本プロジェクトにおいては、焦点

は下流側（すなわち、請負業者、下請業者）ではなく、むしろ上流側（すなわち、意志決定者、

事業主体、PMU、設計コンサルタント、工事監理コンサルタント）に置かれており、これは重

要な要件の法制化を含むフレームワークの設定を目的としているためと考えられる。その文脈に

おいては、MOC を C/P に選定したことは極めて妥当であるといえる。合同評価チームは、規制・

法的フレームワークの設定に関する限り、問題はないものと考えた。しかし、上位目標の達成度

は、下流側においても相当な努力がなされない限り、客観的に確認可能な指標により測定するこ

とはできない。失格した請負業者数や労働災害数などの数量的指標に関しては、法律及び規制の

施行がまだ開始していないため、現時点で予想することが困難である。

４－６　実施プロセス

前述のとおり、C/P の正規メンバーはプロジェクト開始後 9 カ月経ってから配置されたが、そ

の期間中、暫定メンバーが MOC により配置されたために、成果発現のための活動の遅れは当初

計画に比べて最小限に抑えられた。

プロジェクトチームが「Decree 209」改訂版（案）作成の開始の通知を MOC から受けたのは

2011 年 4 月であり、活動 1 ～ 4 のスケジュールはそれに合わせ前倒しとなるように変更された。

C/P メンバーは全員が本来業務で多忙であり、プロジェクトにはフルタイムではなくパートタ

イムで配置されている。メンバーはプロジェクト活動への参加に最大限の努力をしたが、プロジェ

クトに関する各種会議への欠席を余儀なくされることも時折生じた。なお、プロジェクト期間を

通じて当初の C/P メンバーが継続して配置されており、体制に大きな変更は生じていない。

C/P メンバーと日本人専門家間のコミュニケーションは円滑に行われている。プロジェクトに

関する情報は会議やメールにより共有されている。会議議事録はプロジェクトチーム支援スタッ

フにより準備されている。

活動の進捗のモニタリングは、週例の C/P 会議、臨時会議や JCC 会議により行われた。

PDM（案）を添付した M/M は 2009 年 10 月 9 日に JICA 及び MOC に調印されて以来、レビュー

されていないようであった。しかし、2010年 3月 26日に調印されたR/Dに添付されているマスター

プラン（プロジェクトチームにより作成されたワークプランはこれに基づいている）は PDM（案）

と整合が取れており（４－２項参照）、活動方針についての問題はこれまで生じていない。
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第５章　評価５項目による評価結果

５－１　妥当性

本プロジェクトの妥当性は以下の理由により高いといえる。

（1） 本プロジェクトは、詳細計画策定調査時点では「2001 ～ 2010 年期における社会経済開発

計画」及び「2006 ～ 2010 年期における社会経済開発計画」にあるベトナム国開発戦略に

沿っていた。中間レビュー時点においても、2011 年 11 月 8 日に国会承認を受けた「2010
～ 2015 年期における社会経済開発計画」に沿っている。

（2）�2012 年 1 月に共産党及び政府の双方は、それぞれインフラ開発において改善を要する分

野として、法制度、監督、管理及び品質計画を挙げ、関係者の努力を促した。

（3）�本プロジェクトは、日本・ベトナムそれぞれの国内での建設分野での規制官庁である（日

本）国土交通省及び（ベトナム国）MOC 間の直接のコミュニケーションチャンネルを通

じて、日本の建設セクターにおける技術的、法的、行政的システムを縦横に活用すること

により、建設工事の品質及び安全の強化に貢献している。

（4）�日本政府の援助政策は変わっていない。

５－２　有効性

４－４項での記述のとおり、合同評価チームは中間レビュー時点でのプロジェクト目標の達成

度はほぼ計画どおりであると判断した。

また、残された課題に対するプロジェクトチームのアプローチが MOC の任務、計画及び行政

手続きと上手く調整されることを前提に、プロジェクト終了時にプロジェクト目標が達成される

見込みは高いと判断した。前述のように、プロジェクト開始時の遅れにもかかわらず、プロジェ

クトの各成果の達成度は高い。

これらの判断は、2010 年のプロジェクト開始時にプロジェクトチームが JICA とともに設定し

た業務範囲に基づいている。しかし、約 2 年間にプロジェクトが進行するにつれ、ベトナム国側

及びプロジェクトチーム側双方にてプロジェクトに関する情報量並びに理解度が大幅に増加し、

プロジェクトについての洞察が深まった。その結果、双方での活動事項リストが拡張、深化し

てきている。プロジェクトを取り巻く状況を明確にするため、MOC からプロジェクトに対する

追加要請事項については、当初 R/D のマスタープランや PDM（案）とは分けて記録し、JICA・

MOC 間の協議に供することが望まれる。

５－３　効率性

本プロジェクト終了時に、成果が問題なく達成されるであろうことは本調査の結果予想できた

が、前述のとおり、C/P メンバーの正規配置の遅れ、Decree 209 修正版の作成スケジュールと同

調させるためにプロジェクトスケジュール（活動 1 ～ 4）の調整が必要であったことなど、効率

性に影響を与える幾つかの要因が観察された。

しかしながら、プロジェクト（プロジェクトチーム及び C/P）は状況を柔軟に管理することで、
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全体としては予想される成果に向け着実に進捗しているといえる。

プロジェクト期間 3 年のうち、残る期間は 1 年、残りの投入人 / 月は当初計画の 30％となって

おり、プロジェクトは、今後も引き続き効率性を保つ努力をしなければならない。

５－４　インパクト

（1）上位目標の達成

建設工事の品質保証及び安全は「すべて」の関係者、すなわち意志決定者、事業主体、

PMU、設計コンサルタント、施工監理コンサルタント、請負業者、下請業者及び労務者、の

共同・相互作用的な努力によるものと理解するべきである。本プロジェクトにおいては、焦

点は下流側（すなわち、請負業者、下請業者）ではなく、むしろ上流側（すなわち、意志決

定者、プロジェクトオーナー、PMU、設計コンサルタント、施工監理コンサルタント）に置

かれており、これは重要な要件の法制化を含むフレームワークの設定を目的としているため

と考えられる。その文脈においては、MOC をカウンターパートに選定したことは極めて妥

当である。規制・法的フレームワークの設定に関する限り、問題はないとみられるが、上位

目標の達成度は、下流側（すなわち、請負業者、下請業者及び労務者）においても相当な努

力がなされない限り、現場にて客観的に確認可能な指標により測定することはできないと考

えられる。

（2）その他のインパクト

C/P へのインタビューでは、正のインパクトが観察された。すなわち、何人かの C/P メンバー

はインタビュー者への説明時に、プロジェクトチームの貢献を彼ら自身のものとして話して

いたことである。インタビュー者は、そのような対応が、日本人専門家との頻繁な意見交換

や本邦研修を伴う長期の共同作業の正の副次的効果であると理解した。同様に、日本人専門

家については、ベトナム国の行政制度など他に関する非常に深い理解を得ていることが観察

された。この種の相互理解及び一貫した考え方は日本・ベトナム国側双方に正のインパクト

をもたらしており、それは今後も継続するものと考えられる。

負のインパクトは特段みられなかった。

５－５　持続性

（1）政策面

建設工事の品質及び安全を確保するための建設工事管理制度はベトナム国において優先順

位の高い問題である。MOC は、公共事業に係る建設工事の品質管理及び安全管理については、

国及び地方政府両方の工事とも、国家が責任を負うとしている。プロジェクトでの JCC、セ

ミナー及びワークショップを通じて、既存の制度に含まれる問題や課題が明らかにされ、か

つプロジェクトの全関係者により十分に認識された。MOC はプロジェクトチームからの提

言について、できるだけ多くをプロジェクト期間中に制度化しようとしてきており、プロジェ

クト終了後も C/P メンバーを中核に据えることにより、MOC は制度の更新と改善を継続す

ることができるはずである。
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（2）組織面

MOC 内部では、SACQI、CAMD 及び CQM の役割が再確認され、またプロジェクトで特

定された要件に応じた幾つかの新たな責任が C/P に与えられた。換言すれば、プロジェクト

は法制としてのみではなく、コンピュータシステム、データベース、機器及び関連資料集の

形で多くの成果を生み出している。これらの成果は状況に合わせて今後も MOC により継続

的に更新されなければならないが、そのためには責任者、更新時期及び管理方法を含む適切

なメカニズムが開発、制度化される必要がある。

（3）技術面

本プロジェクトの活動を通じてべトナム国側に移転された知識と技能のほとんどは、ベト

ナム国の現在の動きのなかでは適切で、かつ時宜を得たものであり、多くの C/P メンバーに

より吸収されてきた。これらのメンバーがベトナム全土に対して知識及び技能の拡大に努め

れば、技術的持続性を確保することが可能である。

プロジェクトの成果物の普及に関する研修プログラムは 2012 年実施分のプロジェクト計

画に組み込まれている。ベースライン調査結果に基づき、プロジェクトチームは能力強化

及び資格取得のための全般的な研修計画に関する提言を行っており、それら提言に基づき

MOC が自ら改善・強化した研修コースを開発、実施することが期待されている。トレーナー

養成のための研修カリキュラム、及びその材料とメカニズムの更新が技術的持続性の確保の

ために必要である。

（4）財政面

次表はべトナム国の 2005 年から 2009 年までの 5 年間の投資金額規模を示しているが、国

のニーズに合わせ、今後更に多くの新しい建設投資が行われることが予想される。このた

め、建設業界の急激な発展に従って建設工事の品質及び安全は非常に重要なテーマとなって

いる。

この状況に対処するため、適切な財政計画が作成される必要があるが、財政計画に供する

参考情報として、本プロジェクトは建設工事の品質と安全に関する要件（すなわち、制度、

人材）を定量化している。
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経済セクターのインフラ投資
（単位：billion VND）

経済セクター
年

2005 2006 2007 2008 2009

全投資額 274,508 331,864 430,995 488,701 533,369

（1）国家予算 128,074 145,858 155,914 128,367 150,754

（2）非国家予算 105,186 126,635 157,975 196,248 260,755

（3）外国投資 41,248 59,371 117,106 164,086 121,860

建設投資エリア 198,695 233,341 299,304 328,107 366,546

1 運輸 41,196 49,852 65,566 67,966 70,540

1.1　道路、橋梁 39,978 48,492 63,986 66,244 68,876

1.3　港湾 368 410 480 532 360

1.4　空港 320 370 450 510 324

1.5　鉄道 530 580 650 680 980

2 農業 6,100 7,851 8,806 9,524 11,531

2.1　灌漑、堰堤、ダム他 1,230 1,750 1,960 2,140 2,360

2.2　貯水池 3,520 4,560 4,956 5,284 6,871

2.3　運河、ポンプ場、灌漑ゲート他 1,350 1,541 1,890 2,100 2,300

3 工業 81,714 96,144 125,320 133,723 145,114

3.1　発電（水力、火力他） 25,028 29,430 35,333 43,981 52,689

3.2　加工産業 56,686 66,714 89,987 89,742 92,425

4 建築 56,969 65,373 79,973 96,712 117,834

4.1　家屋 42,500 45,320 52,130 58,630 64,590

4.2　学校 10,097 13,234 14,502 16,521 17,426

4.3　病院 5,775 6,150 7,517 8,932 10,230

5 都市インフラ 12,716 14,121 19,639 20,182 21,527

5.1　上水、排水 12,715 14,120 19,637 20,179 21,523

5.2　汚水処理 （清掃他） 1 1 2 3 4
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第６章　プロジェクトの貢献及び阻害要因

６－１　貢献要因

（1）プロジェクト実施スケジュールと「Decree 209」修正のタイミングの間で適切に調整を図っ

ていることは、成果の発現に貢献している最も重要な要因の 1 つである。

（2）建設工事の品質管理に関係する法的文書の発行、指導責任を有する国家機関としての

MOC による、建設工事の品質管理制度の改善に対する強いコミットメントも、貢献要因の

1 つとなっている。

６－２　阻害要因

（1）技術的な用語の表わす内容やプロジェクト目標の達成に必要な成果のイメージに関し、日

本・ベトナム国側双方で共通となる基盤をつくることに難しさがあった。

（2）プロジェクト開始時から、建設工事という用語の表わすところ、その取り扱い範囲に関し

日本・ベトナム国側双方とも明確でないままとなっており、それにより建築分野をプロジェ

クト活動にてどのように取り扱うかがいまだに具体的なアイデアとなっていない。

（3）プロジェクト活動及び成果の範囲が非常に広い一方で、投入できる時間と人的資源が限定

されている。

（4）短期専門家は若干の調整はあったもののスケジュールどおりに派遣された。しかし、何

人かの短期専門家のべトナム国不在中、ベトナム国側と日本人専門家との間のコミュニケー

ションが若干間接的で、かつやや時間がかかるものとなった。

（5）C/P 正規メンバーの配置の遅れは暫定的な C/P メンバーの配置により補完されたため、プ

ロジェクト実施にはさほど影響を及ぼしていない。しかし、日本人専門家は活動内容の連続

性を確保するために正規メンバーと暫定メンバーの間で調整を図らなければならないことも

生じ、日本人専門家の派遣に若干の非効率さがあったことも指摘される。
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第７章　結　論

5 項目評価の結果、本プロジェクトはこれまでのところ順調に実施され、成果を上げている。

プロジェクト目標を達成する可能性は高い。上位目標の達成の可能性を判断するには時期尚早で

あるが、あえて言うなら上位目標に向けて、すべての工事関係者の継続的で真摯な努力が必要で

ある。MOC は工事関係者に対してイニシアティブを発揮する重い責任を有している。
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第８章　提言及び教訓

８－１　提言

（1）プロジェクト目標の達成指標は、関連法令や基準の制定になっている。法規の制定や改正

には関係者の調整など慎重な対応が必要であり、時間がかかるが幸いベトナム国側の法制化

に向けた意気込みは高く、法制化実現の可能性は高い。しかし、残りの協力期間は限られて

おり（1 年 3 カ月間）、また、日本側の専門家の投入も限界があるところ、当該期間中の活

動内容とその成果について、日本・ベトナム国側双方で再検討して共通の認識をもち、残り

の協力期間中に最大限の成果を生み出すよう計画すべきである。活動内容と成果に優先順位

を付けて順位の高いものから優先的に取り組むこととし、上位目標に対するインパクトの高

いものや協力期間内に達成可能と見込めるものを優先するとよい。

（2）当然のことながら、日本の法令や基準はそのままベトナム国に適用できるわけではない。

例えば日本の基準では建築と土木では別のものが適用される。他方でベトナム国では建築と

土木に共通の法令や基準になっている。日本側はこれまで土木工事を中心に支援してきたが、

ベトナム国側は品質や安全に関する法令や基準の対象に土木工事だけでなく建築工事につい

ても含めており、建築工事もプロジェクトの対象に含めるよう求めてきている。ベトナム国

では建築投資の増加とともに建築工事の不良品質に関する問題が増加しているという。プロ

ジェクトにより制定される法令や基準はベトナム国の法体系や国内事情に適合したものとす

べきである。この観点から日本側は建築工事についても支援を行うべきである。

（3）法令や基準は、実際の工事において、その施行や遵守が可能なものとする必要がある。遵

守できないものをつくっても品質や安全の向上に寄与せず意味がない。このため施行や遵守

の見込みについて十分確認したうえで法令や基準を制定すべきである。たとえば工事業者の

登録制度について、登録を任意にすると登録しない業者や、虚偽のデータを申告する業者が

出たりして、不良業者の排除という登録制度の目的を満足できなくなり、登録制度が使われ

なくなるおそれもある。これらのリスクの対策についても併せて検討することが望ましい。

（4）法令や基準の制定のあとには、その円滑な施行のために通達やマニュアルなど実施細則、

また、新たな法制について関係者に対する周知徹底が必要であろう。プロジェクトは法令や

基準の制定の動きをにらみつつ、実施細則を定めた通達やマニュアルの整備、関係業界の啓

発活動などについても準備すべきである。日本側は法令や基準の制定、公布における政府内

プロセスに深く立ち入れないところ、ベトナム国側は政府内での進捗状況、議論のあるとこ

ろなどの情報について日本側にシェアして、必要に応じ日本側の支援を得て、法令や基準の

ドラフトを再検討するなど、法令や基準の制定、公布に向けてイニシアティブを発揮すべき

である。

（5） 現在の WP の活動内容は、当初の PDM（マスタープラン）に比べて少し異なるところが

ある。上記の提言を踏まえつつ残りの協力期間中に最大限効率のよい投入と活動を行うべく

WP と比較対照させつつ PDM （案）を見直し、日本・ベトナム国側双方が今後の目標、投入、
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活動、成果、タイムスケジュールについて理解を共有しておくとよい。このことにより終了

時評価がやりやすくなる。

（6）ベトナム国側は、活動の中には協力期限までに具体的な成果を達成できないものが出るお

それを感じており、協力期限までに達成できるなら協力期間の延長は必要ないが達成できな

い場合には協力期間の延長を希望している。個々の活動ごとに見て一部当初期待した成果が

達成できなくとも活動全体で見てプロジェクト目標が達成されていれば必ずしも協力期間を

延長する必要はない。しかしながら、当初の協力期間の終了時点においてプロジェクトの上

位目標（建設工事の品質保証が十分機能する）に対するインパクトがなお不十分で、経済社

会の便益が期待できない場合には、協力の継続について検討の余地があるかもしれない。た

とえば、法令や基準ができたとしてもその施行（Enforcement）のために必要となる組織・人

員、教育・研修、業者の啓発などが不十分だと法令や基準が遵守されず工事の品質や安全の

向上には結びつかないかもしれない。現在のMOCの教育・研修、啓発の活動は限定的である。

日本側が今後この研修や啓発の面で協力を強化することは、現在のプロジェクトの上位目標

に対する正の効果を高める方策の 1 つとして考えられる。

８－２　教訓

（1）建設工事の品質や安全に関する法令や基準に関しては、国際的な標準は存在しない。日本

の法令や基準は、日本独自で制定したもので適用対象は日本国内の工事のみであり、外国の

工事に適用されるものではない。たとえば日本には建築基準法があり、建築工事はこれを遵

守しなければならず、行政は設計や竣工の検査、承認の権限を有している。他方、ベトナム

国には日本と同様な内容を有する建築基準法は存在しない。日本とベトナム国では自然条件

や経済社会条件が異なるので、日本の建築基準法の内容は、そのままベトナム国では適用で

きるわけではない。このように国際的な標準がないなかで、新たな法令や基準を制定する際

には、目標となる成果物の内容、品質、形式、ボリュームなどいわば出来形について双方が

本格作業の前に十分すり合わせして、作業開始後も定期的に相互確認することが重要である。

本プロジェクトでは協力開始後、プロジェクトの成果物について日本・ベトナム国側双方

で見解の相違が出ることがあった。日本側の提言内容に対してベトナム国側はそれだけでは

法令や基準の全体的な見直しには不足しており部分的にしか採用できないとして、法令や基

準の改訂に関わるさまざまな関心事項について、提言を求めることがあった。しかし、ベト

ナム国の既存の法令体系や国情に十分にマッチして迅速な法制化に直接寄与する成果物を日

本側から出すことは、ベトナム国の法令や基準はベトナム語表記で言語の壁もあり、容易な

ことではない。国際標準のない法令や基準の制定に協力するプロジェクトについては、日本

側の投入や現地事情に対する知見の限界並びに相手国側の能力も考慮しつつ、法案の作成、

公布、施行及び普及などについて、どの段階までの協力とするのか慎重に判断し、その協力

範囲について双方が共通理解のうえで実施することが望ましい。

（2）本プロジェクトでは、研修の改善が活動の１つになっている。研修の目的が新たに制定さ

れた法令や基準、資格制度の施行や遵守の徹底のためなのか、それとも既存の機能の強化な

のか、目的によって研修の内容が変わってくる。新たな法令や基準、資格制度の導入により
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問題を解決しようとするプロジェクトの趣旨からは、前者が望ましい姿と思われるが、この

場合は法令や基準、資格制度の制定や施行が研修に先行すべきであり、WP はそのように計

画するべきであった。
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